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第１編 総則 1～                                   

第１章 計画の目的等 3～                                   

第１節 計画の目的 3～                                   

第２節 計画策定の方針 3～                                   

第３節 計画の性格と修正 3～                                   

１ 計画の性格 3～                                   

２ 計画の修正 4～                                   

第４節 計画の進行管理 4～                                   

１ 基本的な考え方 4～                                   

２ 対策の計画的な推進 4～                                   

３ 計画の点検と充実 5～                                   

第５節 計画の周知 5～                                   

第６節 計画の体系 5～                                   

第２章 宮代町の災害に関する特性 6～                                   

第１節 自然的特性 6～                                   

１ 町の位置 6～                                   

２ 町の地形 6～                                   

３ 町における自然災害 6～                                   

第２節 社会的特性 7～                                   

１ 土地利用 7～                                   

２ 人口 7～                                   

第３節 災害の歴史 11～                                   

１ 地震災害 11～                                   

２ 風水害 13～                                   

第３章 宮代町における災害想定及び基本的課題 14～                                   

第１節 災害被害想定 14～                                   

１ 地震災害 14～                                   

２ 風水害 17～                                   

第２節 災害対策の方針及び減災目標 19～                                   

１ 災害対策における基本的課題の捉え方 19～                                   

２ 減災目標（地域目標） 19～                                   

第４章 住民及び事業者の基本的責務 20～                                   

第１節 住民や事業者の防災に対する役割の重要性 20～                                   

第２節 住民の責務 21～                                   

第３節 事業者の責務 21～                                   

第５章 防災機関の処理すべき業務の大綱 22～                                   

第１節 宮代町 23～                                   

第２節 消防組合、消防団 23～                           ● ●     

第３節 埼玉県（埼玉県の機関を含む） 24～                                   

第４節 指定地方行政機関 26～                                   

第５節 指定公共機関及び指定地方公共機関 28～                               ● ●  

第６節 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 29～                                  ● 

第７節 自衛隊 30～                                   

第２編 災害予防対策編 31～                                   

第１章 基本方針 33～                                   

第１節 人づくり（自助） 33～                                   

第２節 組織づくり（共助） 33～                                   

第３節 災害時体制の整備（公助） 33～                                   

第４節 災害に強い社会基盤の整備（公助） 33～                                   

第５節 ＩＣＴの防災施策への積極的な活用 34～                    

第２章 災害に強い人と地域づくり 35～                                   

第１節 自助、共助による防災力の向上 35～                                   

１ 広報・ホームページによる意識啓発 35～   ●       ●                       

２ 啓発パンフレット等の作成・配布 35～           ●                       

３ 適切な避難行動に関する普及啓発 36～      ●         ● ●    

４ 防災訓練・研修の実施 36～           ●               ● ●     

５ 高齢者や障がい者などの要配慮者に対する適切な避難行動に関する理

解促進 36～      ●  ●   ●         ● 

第２節 各事業所の防災力の向上 37～                                   

１ 事業所の役割 37～           ●         ●             

２ 企業等における防災体制の充実 37～      ●     ●         

３ 事業所における防災研修・教育の実施 38～           ●               ●       

４ 事業所における危険物等関連施設の防災対策 38～      ●         ●     

第３節 地域の防災力の向上 38～                                   

１ 地域の防災力の強化 38～   ●       ●               ●       

２ 自主防災組織の活動支援 39～           ●               ● ●     
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３ 宮代町自主防災組織連絡協議会 39～           ●                       

４ 自主防災組織リーダー養成研修の実施 39～           ●               ● ●     

５ 地域防災訓練の実施 40～           ●               ● ●     

６ 避難所開設実働訓練の実施 40～      ●  ● ● ●    ●      

７ 避難訓練の実施 40～     ●     ●  ● ● ●      ● ●       

８ 民間防火組織の育成強化 41～           ●                 ●     

９ 災害時情報伝達網の整備 41～           ●                       

10 地域別避難所の特定及び避難ルートの検討 41～           ●                       

11 地区防災計画の策定 42～           ●  ●  ●                 

第４節 避難行動要支援者（避難行動が困難な方）等の安全確保 42～                                   

１ 避難行動要支援者支援の基本方針の明確化 42～              ● ● ●       ● 
 

●    ● 

２ 避難行動要支援者の避難計画の具体化 44～              ● ● ●       ●   ●    ● 

３ 避難行動要支援者個別避難計画の作成 44～              ● ● ●       ● 
 

●    ● 

第５節 要配慮者の安全確保 45～                                   

１ 情報伝達体制の整備 45～           ●  ● ● ●       ●         

２ 防災基盤の整備 45～           ●                       

３ 避難所における支援体制の確立 45～           ●  ● ● ●       ●         

４ 地域や関係機関との連携体制の整備 45～           ●  ● ● ●       ●         

５ 防災教育・訓練の実施 46～   ●       ●  ● ● ●       ●         

６ ヘルプカード（防災カード） 46～           ●  ● ● ●       ●         

７ 社会福祉施設入居者等の安全確保 46～   ●       ●  ● ● ●   ●             

第６節 外国人の安全確保 47～                                   

１ 外国人の所在の把握 47～       ●                           

２ 防災標識等の外国語併記表示 47～           ●         ●             

３ 防災知識の普及・意識の啓発 47～   ●       ●                       

４ 防災訓練への参加奨励 47～          ●                       

５ 通訳・翻訳ボランティアの確保 47～          ●             ●         

６ 在日・訪日外国人への情報伝達 48～          ●                       

第７節 災害ボランティア活動のための体制整備 48～                                   

１ 県災害ボランティア団体ネットワークと活用 48～           ●                      ● 

２ 町独自のボランティア制度の検討 48～           ●                      ● 

３ ボランティア組織・団体に関する情報の把握と連携 48～           ●                      ● 

４ 宮代町災害ボランティアセンターの設置 49～           ●  ●             ●    ● 

５ ボランティアコーディネーターの養成 50～           ●                      ● 

第３章 町の防災力の向上と仕組みづくり 51～                                   

第１節 災害時に備えた活動体制の整備 51～                                   

１ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 51～   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

２ 町防災会議の活性化 51～           ●                       

３ 防災管理者の指定 51～           ●                       

４ 災害時応援協定の充実・強化 52～       ●   ● ●    ● ● ●     ● ●     

５ 災害時の問い合わせ応対に係る体制の整備 53～   ●                               

６ 情報通信手段の充実 53～           ●               ● ●     

７ 職員の防災能力の向上 55～   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

８ 町の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定と運用 57～   ●       ●                       

９ 住民基本台帳情報の提供体制の整備 58～       ●                           

10 情報システムやデータのバックアップ対策 58～     ●                             

11 応急対応、復旧復興のための人材の確保 58～   ●                               

12 専門的技術職員による相互応援体制の整備 58～           ●                       

13 応援受入体制の整備 59～      ●              

第２節 調査研究 60～                                   

１ 基礎的調査研究 60～   ●       ●                       

２ 災害に関する調査研究 60～           ●         ●     ●       

第３節 緊急対策活動のための準備 62～                                   

１ 災害情報の収集・伝達体制の整備 62～         ● ●  ● ● ● ●               

２ 消防活動体制の整備 62～           ●               ● ●     

３ 救出救助、救急体制の整備 63～           ●               ● ●     

４ 医療救護体制の整備 63～           ●     ●                 

５ 避難活動体制の整備 65～   ●       ●  ● ● ●   ●   ●         

６ 緊急輸送道路の確保体制の整備 68～           ●         ●             

７ 緊急輸送体制の整備 69～           ●         ●             

８ 帰宅困難者対策 70～           ●                       

９ 被災建築物応急危険度判定体制の整備 71～                     ●             

第４節 生活維持活動のための準備 72～                                   

１ 広報活動体制の整備 72～   ●       ●  ● ● ●       ●         

２ 避難所運営体制の整備 73～           ●  ● ● ●       ●         

３ 給水体制の整備 74～           ●         ●             
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４ 食料の備蓄 76～           ●                       

５ 生活必需品等の備蓄 78～           ●                       

６ 食料・生活関連物資の供給体制の整備 79～           ●       ●               

７ 防災用資機材の備蓄 80～     ●     ●       ● ●             

８ 遺体の処理体制の整備 81～       ●   ● ●    ●                 

９ 災害廃棄物の収集・処理の体制整備 81～            ●        ●         ● ● ● 

10 防疫・保健体制の整備 83～                 ●                 

11 罹災証明書の発行体制の整備 83～   ●   ●      ●        

12 応急仮設住宅建設予定地の選定 83～     ●     ●         ●             

13 文教対策の体制整備 84～                         ● 
 

●     

第５節 防災拠点施設の防災力の向上 85～                                   

１ 小中学校における防災教育の実施 85～           ●             ● ●       

２ 施設等の安全性の確保 85～           ●         ●   ●         

３ 防災拠点施設の機能強化 85～           ●         ●   ●         

４ 防災拠点施設における対策 86～     ●     ●       ●   ●         

第４章 災害に強い社会基盤の整備 87～                                   

第１節 都市の防災構造化 87～                                   

１ 災害に強いまちの形成 87～            ●        

２ 既成の市街地の再整備 87～                     ●             

３ 社会資本の老朽化対策の推進 88～                     ●             

４ 一般建築物の耐震化・不燃化等の促進 88～              ● ● ●   ●   ●         

５ オープンスペースの確保 89～     ●             ● ●          

６ 道路・橋梁の整備 90～                     ●             

７ 屋外落下物・ブロック塀対策の整備 90～                     ●             

８ 上水道・下水道施設の耐震性の向上 91～                     ●             

９ 電気、ガス、通信施設等の震災予防対策 92～           ●                       

10 廃棄物処理施設の震災予防対策 92～       ●          ● ●  

11 エネルギーの確保 92～           ●                       

12 文化財災害対策 93～                        ●         

第２節 火災予防 93～                                   

１ 住民に対する防火に関する知識の普及及び意識の啓発 93～           ●                       

２ 化学薬品からの出火防止 94～           ●             ●         

３ 街角消火器の確保 94～           ●                       

第３節 危険物施設等災害予防 94～                                   

１ 危険物施設における耐震化の推進指導 94～           ● ●        ●   ● ●   ●   

２ 保安教育・訓練の実施 94～           ● ●     ● ●   ●         

３ 自衛消防組織の充実指導 94～           ●                       

４ 高層建築物の防火対策 94～           ●         ●             

第４節 交通施設の安全対策 95～                                   

１ 施設の点検整備 95～                                  

２ 社員教育の実施 95～                                  

第５節 浸水災害の予防 96～                                   

１ 道路の浸水対策 96～                     ●             

２ 監視警戒体制の整備 96～   ●       ●         ●             

３ 水防資機材の整備 96～           ●         ●             

４ 洪水ハザードマップの作成・公表（再掲） 96～           ●                       

５ 河川施設の維持・補修 97～           ●       ● ●             

６ 農業用水利施設の整備 97～           ●         

７ 内水ハザードマップの作成 97～           ●         ●             

８ 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 97～      ●      ●        

９ 風水害に強いまちの形成 99～      ●      ●        

第６節 地盤災害の予防 99～                                   

１ 調査の実施及び公表 99～           ●         ●             

２ 液状化対策工法 99～                     ●             

３ 液状化対策の実施等 99～                     ●             

第７節 竜巻・突風対策 100～                                   

１ 竜巻の発生状況及び特徴 100～           ●                       

２ 竜巻の発生、対処に関する知識の普及 100～           ●             ●         

３ 物的被害を軽減させるための方策 100～           ●       ●     ●         

４ 竜巻への対処体制の確立 101～           ●                       

５ 情報収集・伝達体制の整備 101～   ●     ● ●                       

６ 適切かつ具体的な対処法の普及 101～   ●       ●                       

第８節 復興に関する事前の取組の推進 102～                                   

１ 基本的な考え方 102～           ●                       

２ 復興に関する事前の取組の推進 102～     ●     ●         ●             

第３編 災害応急対策編 103～                                   
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第１部 震災応急対策計画 105～                    

第１章 応急対策の基本方針 107～                                   

第１節 救助・救命期の方針（発災から概ね 3 日間の初動対応） 107～                                   

１ 基本方針 107～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

２ 活動内容 107～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

３ 住民の相互協力 107～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

４ 総力を挙げた救出活動及び他団体等への協力要請 108～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

５ 情報活動 108～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２節 救援期の方針（概ね発災 4 日目～10日目） 108～                                   

１ 被災者の生活維持・生活救援 108～              ● ● ●       ●         

２ 救援活動の継続体制の確立 108～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２章 災害対策本部の設置 109～                                   

第１節 災害対策本部の設置 109～                                   

１ 災害対策本部の設置基準 109～ ●                                 

２ 設置場所 110～ ●                         ●       

３ 本部の設置 110～ ● ●                               

４ 現地対策本部の設置 110～ ●                   

５ 町の行政機能の確保状況の報告 110～ ●                   

第２節 災害対策本部の廃止 111～                                   

１ 本部の廃止基準 111～ ●                                 

２ 本部の廃止 111～ ●                                 

３ 現地本部の廃止 111～ ●                                 

第３節 本部の職務と運営 111～                                   

１ 職務権限 111～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

２ 運営 112～ ●                                 

第４節 本部の組織及び事務分掌 113～                                   

１ 組織体系図 113～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

２ 本部及び各班分担事務分掌 114～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

３ 災害時の事務分掌と班員の協力体制のあり方 118～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第３章 職員の配備と活動体制 119～                                   

第１節 職員の配置計画 119～                                   

１ 地震発生時の配備体制 119～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

２ 勤務時間内の班員配置 121～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

３ 勤務時間外の班員配置 121～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

４ 配備状況の報告 121～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

５ 班員参集にあたっての心得 122～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２節 班員の活動体制 122～                                   

１ 班員の健康管理 122～   ●             ●                 

２ 災害対策要員のローテーション 122～   ●                               

３ 災害対応の引継ぎの徹底 123～ ● ●                               

第４章 情報の収集と伝達 124～                                   

第１節 情報収集と伝達の基本方針 124～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２節 情報管理体制 125～                                   

１ 情報管理体系 125～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

２ 防災関係機関連絡一覧 126～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●  

第３節 通信手段と役割分担 127～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

１ 固定系防災行政無線 128～   ●                               

２ 移動系防災行政無線 128～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

３ 埼玉県防災行政無線 128～ ● ●                               

４ 災害時優先電話 128～ ●                                 

５ 簡易無線（移動系） 128～ ●                                 

６ 公共放送の利用 128～ ● ●                               

７ 要配慮者への情報伝達 128～                 ●                ● 

８ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 129～   ●                               

９ 防災行政無線戸別受信機 129～   ●                               

10 テレビによるデータ放送 129～   ●                               

11 災害情報通信のための通信施設の優先使用 129～ ● ●                               

12 非常通信の利用 130～ ● ●                               

第４節 災害情報の収集、報告及び記録の方法 132～                                   

１ 本部への情報の集約 132～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●  

２ 情報収集の体制 133～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

３ 災害情報の記録 134～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第５節 広報体制の確保 135～                                   

１ 住民への広報 135～   ●     ●                         

２ 要配慮者及び帰宅困難者への広報 136～ ● ●          ● ● ●                 

３ 報道機関への広報 136～ ● ●                               
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第６節 住民からの問い合わせに対する対応 137～                                   

１ 体制 137～ ● ●   ● ●    ● ● ●       ●        ● 

２ 相談事項の整理 138～        ●                         

３ 緊急問い合わせへの対応方法 138～   ●     ●                         

４ 安否情報 138～      ● ●                         

５ 問い合わせが予想される事項一覧 139～ ● ●   ●    ● ● ● ● ● ●   ●      ×  ● 

６ 県、市町村、関係団体の連携確保（震災相談連絡会議の設置等） 139～ ●                                 

第５章 消防活動（消火・救出・救護） 140～                                   

第１節 消防活動の基本方針 140～                                   

１ 消火活動の優先 140～                           ● ●     

２ 人命の救助、救急活動 140～                           ● ●     

３ 安全避難の確保 140～                           ● ●     

第２節 消火活動 141～                                   

１ 消防活動 141～                           ● ●     

２ 応援要請 142～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       

３ 住民、自主防災組織等の役割 143～ ●                                 

第３節 救出・救護活動 144～                                   

１ 消防組合による救急救助体制 144～ ●                         ●       

２ 負傷者の搬送 145～ ●       ●       ●         ●       

第６章 応急医療と保健衛生 146～                                   

第１節 応急医療 146～                                   

１ 情報の収集・共有・広報 146～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       

２ 医療救護体制の確立 147～   ●     ●       ●         ●       

３ 災害医療拠点施設の開設 148～         ●       ●                

４ 地域医療救護所の設置 148～ ●               ●         ●       

５ 医療救護班の編成及び派遣 148～                 ●                 

６ 後方医療機関への負傷者の搬送 149～ ●               ●         ●       

７ 被災医療機関への支援 150～ ●               ●                 

８ 医薬品等の確保 150～ ●               ●                 

９ 医療団、医療ボランティア等の受け入れ調整 150～     ●           ●                ● 

第２節 生活衛生 151～                               

１ 生活衛生広報 151～   ●        ●    ●       ●         

２ 食品及び飲料水の衛生確保 151～                 ●       ●         

３ 感染症の予防及び消毒 151～            ●    ●                 

４ 動物の保護収容 152～            ●                      

第３節 感染疾患発生等への対応 152～                                   

１ 感染症発生状況の早期把握 152～         ●    ● ● ●       ●         

２ 患者の搬送 152～ ●               ●                 

３ 感染拡大防止措置 152～                 ●                 

４ 予防接種 152～ ●               ●                 

第４節 心のケア対策 153～                 ●                 

第７章 防災関係機関等への応援要請と連携 154～                                  

第１節 防災関係機関等との応援協力体制 154～                                   

１ 応援・受援担当 154～ ●                                 

２ 応援協力体制 156～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２節 行政機関に対する応援要請 157～                                   

１ 応援要請の依頼 157～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

２ 応援要請の判断 157～ ●                                 

３ 各種別応援要請及び斡旋に関する手続き等 157～ ●                                 

４ 応援の受入れ 160～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

５ 派遣隊等の撤収 161～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第３節 自衛隊の派遣要請・受入れ 162～                                   

１ 派遣要請（自衛隊法第 83 条・災対法第 68 条の 2） 162～ ●                                 

２ 災害派遣部隊の受入れ体制 164～ ●   ●             ●               

３ 経費負担 164～     ●                 ●           

４ 撤収の要請 164～ ●                                 

第４節 公共的団体、民間団体等への協力要請 165～                                   

１ 目的 165～ ●                                 

２ 公共的団体等 165～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      ● 

３ 民間事業者等 166～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      ● 

４ 費用負担 167～ ●   ●                 ●           

第５節 住民、自主防災組織等の協力 167～                                 

１ 住民としての活動 167～                    

２ 自主防災組織の活動 168～                    

３ 防災関係機関への協力活動 169～ ●                                 

４ 自主防災組織に対する活動の要請方法 169～ ●                                 
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５ 自主防犯組織としての活動 169～ ●                                 

第６節 広域避難の受入れ 170～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      

第８章 災害ボランティアとの連携 171～                                   

第１節 ボランティアとの連携体制 171～              ●                   ● 

第２節 宮代町災害ボランティアセンター 171～                                   

１ 宮代町災害ボランティアセンターの開設 171～              ●                   ● 

２ ボランティアセンターの業務 172～              ●                   ● 

３ ボランティアの受入 172～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第９章 避難と受入れ 174～                                   

第１節 避難の流れ 174～                                   

１ 避難の流れ 174～   ●          ● ● ●       ●         

２ 一時避難所への避難（住民の自主的避難） 174～   ●          ● ● ●       ●         

３ 指定避難所への避難 175～   ●          ● ● ●       ●         

４ 避難所の集約化 175～   ●          ● ● ●       ●         

第２節 避難に関する情報の把握 175～   ●     ●           ●     ● ●     

第３節 避難指示等 176～                                   

１ 避難指示の基準 176～ ● ●                               

２ 実施責任者 176～ ● ●                               

３ 避難指示の内容 176～ ● ●                               

４ 避難指示の伝達方法 177～ ● ●                       ● ●     

第４節 緊急安全確保措置の指示 178～ ● ●                               

第５節 警戒区域の設定 178～ ●                         ● ●     

第６節 避難行動要支援者等の対策 179～                                   

１ 対応の基本方針 179～              ●  ●                 

２ 避難行動要支援者に対する対策 179～   ● ●        ●  ● ● ●   ● ●      ● 

３ 保育園、幼稚園における園児への対策 181～         ●     ●        ●         

４ 外国人への対策 181～   ●   ● ●                         

第７節 避難の誘導及び搬送 183～                                   

１ 避難誘導担当者 183～         ●                 ● ●     

２ 誘導方法及び輸送方法 183～ ●       ●                 ● ●     

３ 避難行動要支援者に対する避難誘導 184～ ●            ● ● ●       ●  ●     

第８節 避難所の開設 185～                                   

１ 避難所開設の流れ 185～   ●     ●    ● ● ●       ●  ●     

２ 避難所の開設 185～              ● ● ●       ●         

３ 臨時の避難所 188～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

４ 福祉避難所 188～              ● ● ●       ●         

第９節 避難所の管理・運営 189～                                   

１ 避難所の運営組織 189～              ● ● ●       ●         

２ 避難所の運営 189～              ● ● ●       ●         

３ 避難所の管理・運営上の留意点 189～ ●       ● ● ● ● ● ● ● ●   ●         

４ 避難所に必要な設備等 191～ ●            ● ● ● ●     ●         

５ 避難行動要支援者等や女性、性的少数者への配慮 192～ ● ●          ● ● ●       ●         

６ 集約避難所の設置・検討 193～ ●            ● ● ●       ●         

７ 避難所外避難者への対応 193～ ●            ● ● ● ●     ● ● ●     

８ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 194～ ● ●      ● ● ●    ●      

第１０節 帰宅困難者への支援 196～                                   

１ 帰宅困難者への支援目的 196～ ● ● ●             ●     ●         

２ 帰宅困難者への情報の提供 196～ ● ● ●   ●         ●     ●         

３ 帰宅困難者の一時滞在施設の確保 197～ ● ● ● ● ●    ● ● ● ● ●   ●      ● 

４ 帰宅支援 197～ ●               ●                 

第１１節 町外被災地からの避難の受入 198～                                   

１ 町外避難者への支援目的 198～ ●                                 

２ 町外被災者の避難所への収容 198～ ●            ● ● ●       ●         

第１０章 交通の確保対策 199～                                   

第１節 交通の確保対策の流れ 199～ ● ●     ●           ●             

第２節 交通支障箇所等の情報の把握 199～                     ●             

第３節 関係機関への通報 200～                                   

１ 道路、橋梁等の被災状況に関する情報 200～ ●       ●           ●             

２ 国道、県道の被災状況に関する情報 200～ ●       ●           ●             

第４節 交通対策に関する措置 200～                                   

１ 被災地内の交通対策 200～   ●               ● ●             

２ 交通対策の実施責任者 201～                     ●             

３ 警察官、自衛官及び消防組合職員の行う措置 201～                     ●     ●       

第５節 道路の応急復旧等 202～                                   

１ 緊急道路啓開路線の選定 202～                     ●             

２ 道路啓開の実施 202～                   ● ●             
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３ 交通信号応急対策 202～                     ●             

４ 応急復旧、交通規制状況の広報 202～   ●                 ●             

第１１章 輸送の確保 203～                                   

第１節 輸送対策実施の流れ 203～ ● ● ●   ●           ●     ●       

第２節 緊急輸送道路の確保 204～                                   

１ 緊急輸送道路調整会議 204～ ●       ●                         

２ 緊急輸送道路指定路線 204～                     ●             

３ 緊急輸送道路の応急復旧対策 205～ ● ●               ● ●             

４ 災害廃棄物等の処理 205～             ●        ●            

５ 緊急輸送道路指定情報の伝達及び広報 205～   ●                 ●             

６ 交通対策の実施 205～   ●               ● ●     ●       

第３節 輸送力の確保 205～                                   

１ 輸送力の確保 205～ ●   ●                             

２ 配車の方法 207～     ●                             

３ 輸送等の内容と順位 207～     ●                             

第４節 発災時のエネルギー供給の確保 207～                                   

１ 協定に基づく燃料の供給 207～     ●                             

２ ガスの供給 207～     ●                             

第５節 空中輸送手段の確保 208～                                   

１ 空中輸送の実施 208～ ●                                 

２ ヘリコプター臨時発着場の確保 208～ ●                         ●       

３ 物資の受入・搬入 208～     ●                             

第６節 輸送集積地 208～ ●   ●                             

第１２章 住民生活の安定 209～                                   

第１節 応急給水 209～                                   

１ 被害情報の把握 209～        ●           ●             

２ 給水体制の確立 210～ ● ●          ● ● ● ● ●     ●       

第２節 食料の供給 212～                                   

１ 食料供給の基本方針 213～ ●            ● ● ● ●     ●         

２ 食料の調達 214～ ●   ●        ● ● ● ● ●   ●         

３ 炊き出しの実施 215～ ●            ● ● ●       ●         

第３節 生活必需品の供給 216～                                   

１ 生活供給物資の流れ 216～ ●   ●   ●    ● ● ● ●     ●         

２ 生活必需品供給の基本原則 217～                   ●               

３ 生活必需品の調達 217～ ●   ●        ● ● ● ●     ●         

第４節 災害廃棄物の処理 219～                                   

１ 災害廃棄物への対応の流れ 219～ ●    ●  ● ● ● ●  ●  ●   ● ●  

２ 基本的な考え方 219～       ●     ●     ● ●  

３ 情報の収集とマニュアルに基づく廃棄物の処理 221～ ●    ●  ● ● ● ●    ●   ● ●  

４ トイレ対策 221～ ●      ● ● ● ●    ●   ×   

５ 生活ごみ 222～ ●          ● ● ● ●       ●      ●   

６ がれきの処理 222～ ●                   ●         ●   

７ 石綿等の有害物質を含む廃棄物の処理 223～                     ●             

８ 国による代行処理 223～ ●          ●                      

９ 防疫及び水害廃棄物処理対策 223～            ●     ●             ●   

10 損壊家屋の解体 223～ ●          ●         ●             

第１３章 行方不明者の救出と遺体の取り扱い 224～                                   

第１節 行方不明者の救出と遺体の取り扱いの流れ 224～ ● ● ● ● ●    ●  ●       ● ● ●     

第２節 行方不明者の救出 225～                                   

１ 行方不明者の捜索及び救出 225～ ●     ● ●    ● ● ●       ● ● ●     

２ 救出活動の実施 225～ ●     ● ●    ● ● ●       ● ● ●     

３ 遺体の捜索 225～ ●     ●                    ●     

第３節 遺体の取り扱い 226～                                   

１ 遺体の検視（死体見分） 226～       ●                           

２ 遺体の検案 226～       ●         ●                 

３ 遺体の搬送 226～       ●         ●           ●     

４ 遺体の収容・安置 226～       ●                          

５ 身元確認 227～       ●                           

６ 遺体の引き渡し 227～       ●                           

７ 遺体数等の広報 227～   ●   ●                         

第４節 遺体の埋・火葬 227～                                   

１ 車両の調達 227～     ● ●                           

２ 遺体の埋・火葬方法 227～ ●     ●                           

第１４章 学校活動 229～                                   

第１節 児童・生徒の安全確保 229～                                   

１ 児童・生徒の安全確保 229～                         ●         
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２ 学校施設の応急復旧 229～                         ●         

第２節 応急教育の実施 230～                                   

１ 応急教育の実施場所 230～                         ●         

２ 応急教育の実施 230～                         ●         

３ 教職員の確保 230～                         ●         

４ 教材・学用品等の調達及び配給の方法 231～                         ●         

第３節 給食の措置 231～                         ●         

第４節 授業料の減免、奨学金貸与の措置 231～                                   

１ 授業料減免の措置 231～                         ●         

２ 奨学金貸与の措置 231～                         ●         

第５節 文化財の応急措置 232～                                   

１ 被害状況の調査 232～                         ●         

２ 消火活動 232～                         ● ●       

３ 管理体制 232～                         ●         

第１５章 公共施設の管理 233～                                   

第１節 利用者等の安全対策・避難誘導 233～                                  

第２節 応急措置 233～                                   

１ 出火防止措置 233～     ●     ●    ●     ●   ●        

２ 被災状況の把握と報告 233～ ●                                 

３ 避難者受入の報告 233～ ●                                 

４ 施設の点検基準 233～ ●   ●     ●    ● ● ●   ●         

第３節 被害状況・応急対策の進捗に関する広報の実施 233～ ● ●                               

第１６章 公益事業者の応急活動(ライフラインの応急復旧) 234～                                   

第１節 電力施設 234～                                   

１ 被害情報の把握及び非常体制の整備 234～ ●                                 

２ 応急対策の実施 234～                                  

３ 復旧目標 234～                                  

４ 復旧作業状況等の伝達・広報 234～   ●                               

５ 住民に対する安全対策 234～                                  

第２節 ガス施設 235～                                   

１ 都市ガス 235～                                 

２ ＬＰガス 236～                                 

第３節 電気通信施設 236～                                   

１ 応急対策 236～                                 

２ 復旧対策 237～                                 

第４節 鉄道機関 238～                                   

１ 災害時の活動体制 238～ ●                                 

２ 応急対策 238～ ●                                 

３ 帰宅困難者対策 238～ ●                                 

第５節 上水道施設 238～                                   

１ 応急復旧班の編成 238～                     ●             

２ 上水道施設の応急復旧の順位 239～                     ●             

第６節 下水道施設 239～                                   

１ 安全柵等の設置及び危険箇所への通行規制 239～                     ●             

２ 道路機能の確保 239～                     ●             

３ 下水のいっ水防止 239～                     ●             

４ 下水道施設の使用制限 239～   ●                 ●             

第７節 現地作業調整会議 239～                    

第１７章 応急住宅対策 240～                                   

第１節 被災建築物の応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施 240～                                   

１ 応急危険度判定等の実施 240～                     ●             

２ 応急危険度判定等の流れ 240～                     ●             

３ 応急危険度判定の実施 240～                     ●             

４ 指導・相談 241～                     ●             

第２節 応急住宅対策の実施 242～                                   

１ 応急住宅対策の流れ 242～                     ●             

２ 住宅等の被害調査 242～                     ●             

３ 住宅応急修理の実施 242～                     ●             

４ 公営住宅等の供与 243～ ●                   ●             

５ 応急仮設住宅設置戸数の設定 243～                     ●             

６ 応急仮設住宅建設地の選定 243～                     ●             

７ 応急仮設住宅の建設 244～                     ●             

８ 入居者の選考 244～                     ●             

９ 応急仮設住宅の管理・運営 244～                     ●             

10 民間住宅の斡旋 244～ ●                                 

11 住宅関係障害物除去 245～                     ●             
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第１８章 災害救助法の適用 246～                                   

第１節 災害救助法の適用手続 246～ ●                                 

第２節 災害救助法の適用 246～                                   

１ 災害救助法の適用基準 246～ ●                                 

２ 被災世帯の算定 246～ ●                                 

第３節 応急救助の実施方法 247～ ●                                 

第１９章 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応 248～                    

第１節 趣旨 248～                    

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応 248～                    

１ 南海トラフ地震臨時情報の関係機関への伝達 248～                    

２ 町民、企業等へのよびかけ 249～ ● ●                ●               

３ 地震発生後の対応 250～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

第２部 風水害応急対策計画 251～                                   

第１章 応急対策の基本方針 253～                                   

第１節 警戒活動期の方針 253～                                   

第２節 救助・救命期の方針 253～                                   

第３節 救援期の方針 253～                                   

第２章 災害対策本部の設置 254～                                   

第１節 災害対策本部の設置基準 254～ ● ●                       ●       

第２節 災害対策本部の廃止 254～ ●                                 

第３節 本部の職務と運営 254～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第４節 本部の組織及び事務分掌 254～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        ● 

第３章 職員の配備と動員 255～                                   

第１節 職員の配置計画 255～                                   

１ 風水害発生時の配備体制及び災害対策本部の設置基準 255～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

２ 体制の変更 257～ ●                                 

第４章 情報の収集と伝達 258～                                   

第１節 情報収集と伝達の基本方針 258～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２節 情報管理体制 258～                                   

１ 気象注意報・警報伝達系統 258～ ●         ●               ●       

２ 洪水予報伝達系統 258～ ●                                 

３ 各機関からの情報収集 259～ ●         ●       ● ●     ●       

４ 熊谷地方気象台等とのホットラインの運用 259～ ●         ●                       

第３節 気象情報の種類 261～                                   

１ 警報等の種類及び発表基準 261～ ●                                 

２ 被害の未然・拡大防止のための住民への呼びかけ 266～   ●                               

第４節 異常な現象発見時の通報 266～                                   

１ 発見者の通報 266～ ●         ●                       

２ 町長の通報及びその方法 266～ ●         ●                       

３ 熊谷地方気象台に通報する事項 266～ ●         ●                       

第５節 通信手段と役割分担 266～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        ● 

第６節 災害情報の収集、報告及び記録の方法 266～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●  

１ 本部への情報の集約 267～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●  

第７節 広報体制の確保 267～ ● ●     ●    ● ● ●                 

第８節 住民からの問い合わせに対する対応 267～ ● ●   ● ●  ● ● ● ● ● ●   ●        ● 

第５章 水防活動（警戒体制時における活動） 268～                                   

第１節 町内の主要河川 268～                                   

第２節 水防活動の位置づけ 268～                                   

第３節 水防活動隊の編成 268～           ●       ● ●     ● ●     

第４節 水防活動の内容 269～         ● ●         ●     ● ●     

第５節 消防組合の出動要請基準 269～                           ●       

第６節 警戒体制時における町組織の水防活動 270～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第７節 その他の水防活動 270～                                   

第６章 竜巻・突風対策 271～                                   

１ 竜巻等突風に関する情報の伝達 271～         ● ●                       

２ 救助の適切な実施 273～ ●                                 

３ がれき処理 273～ ●       ●  ● ●  ●   ●   ●           

４ 避難所の開設・運営 273～ ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● ●   ●  ●     

５ 応急住宅対策 273～                     ●             

６ 道路の応急復旧 273～                     ●             

第７章 消防活動（消火・救出・救護） 274～ ●       ●       ●         ● ●     

第８章 応急医療と保健衛生 274～ ● ●     ●  ● ● ● ●       ● ●      ● 

第９章 防災関係機関等への応援要請と連携 274～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      ● 

第１０章 災害ボランティアとの連携 274～     ●        ●                   ● 

第１１章 避難と受入れ 275～                                   

第１節 避難の流れ 275～   ●          ● ● ●       ●         
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第２節 避難に関する情報の把握 275～   ●     ●           ●     ● ●     

第３節 高齢者等避難・避難指示、緊急安全確保 275～ ● ●                       ● ●     

１ 風水害時における高齢者等避難・避難指示等 276～ ● ●                               

第４節 風水害時における避難のあり方 279～ ● ●     ●                         

第５節 警戒区域の設定 280～ ●                         ● ●     

第６節 避難行動要支援者等の対策 280～   ● ● ● ●    ●  ● ●     ● ●      ● 

第７節 避難の誘導及び搬送 280～ ●       ●    ● ● ●         ● ●     

１ 避難に関する情報の伝達内容 280～ ● ●     ●    ● ● ●                 

第８節 避難所の開設 281～ ● ●     ●    ● ● ●       ●  ●     

１ 避難所の開設順位 281～              ● ● ●       ●         

第９節 避難所の管理・運営 281～ ●       ●  ● ● ● ● ● ●   ●         

第１０節 帰宅困難者への支援 281～ ● ● ● ● ●    ● ● ● ● ●   ● 
  

   ● 

第１２章 交通の確保対策 282～ ● ●     ●         ● ●     ●       

第１３章 輸送の確保 282～ ● ● ●   ● ●       ● ●     ●       

第１４章 住民生活の安定 282～ ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● ●   ●     ● ●  

１ 防疫及び水害廃棄物処理対策 282～             ●         ●          ×   

第１５章 行方不明者の救出と遺体の取り扱い 282～ ● ● ● ●      ● ● ●       ● ● ●     

第１６章 学校活動 282～                         ● ●       

第１７章 公共施設の管理 283～ ● ● ●     ●  ● ● ● ● ●   ● ●       

第１８章 公益事業者の応急活動（ライフラインの応急復旧） 283～ ● ●                 ●             

第１９章 応急住宅対策 283～ ●                   ●             

第４編 災害復旧・復興対策編 285～                                   

第１章 災害復旧・復興計画の策定 287～                                   

第１節 災害復旧・復興の基本方針 287～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２節 災害復旧事業計画の策定 287～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第３節 法律等により一部負担又は補助を受ける事業 288～                                   

１ 法律等の概要 288～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

２ 災害復旧事業の担当窓口 288～ ●   ●                             

第４節 激甚災害法の適用等 288～                                   

１ 激甚災害の指定 289～ ●   ●                             

２ 激甚災害に関する調査報告（災対法第 53 条第 1 項） 289～ ●   ●                             

３ 激甚災害指定の促進 289～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

４ 特別財政援助の交付に係る手続 289～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

５ 激甚災害に係る財政援助等 289～ ●   ●                             

第５節 被災施設の迅速な復旧 291～                    

第２章 計画復興の進め方 292～                                   

第１節 災害復興対策本部の設置 292～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第２節 災害復興計画の策定 293～                                   

１ 災害復興方針の策定 293～ ●                                 

２ 災害復興計画の策定 293～ ●                                 

第３節 災害復興事業の実施 293～                                   

１ 市街地復興事業の関する行政上の手続きの実施 293～                     ●             

２ 震災復興事業の実施 293～                     ●             

第３章 住民生活の安定・復旧 294～                                   

第１節 義援金品の受付、配分 294～                                   

１ 義援金等の受入 294～ ●            ●        ●           

２ 義援金品の保管 295～              ●        ●           

３ 義援金品の配分 295～ ●            ●                    

第２節 災害住民相談 295～                                   

１ 生活相談 295～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     ●   

第３節 罹災者の精神保健対策（心のケア） 296～                                   

１ 被災後の精神症状 296～                 ●                 

２ 心のケア 296～                 ●                 

第４節 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給 297～                                   

１ 災害弔慰金の支給（災害弔慰金の支給等に関する法律、同条例） 297～              ●                    

２ 災害障害見舞金の支給（災害弔慰金の支給等に関する法律、同条例） 297～              ●                    

３ 災害援護資金及び生活福祉資金の貸付け 298～              ●      ●            ● 

第５節 被災者生活再建支援金の支給 300～                                   

１ 被災者生活再建支援制度の概要（被災者生活再建支援法） 300～              ●                    

２ 支援金の支給 301～              ●                    

３ 埼玉県・市町村生活再建支援金の概要（被災者生活再建支援法が適用と

ならない地域） 302～              ● 
 

        
 

 

４ 埼玉県・市町村半壊特別給付金の概要 303～         ●                 

５ 埼玉県・市町村家賃給付金の概要 303～     ●               

第６節 町税等の減免等 305～                                   

１ 町税等の納税緩和措置 305～       ● ●       ●                 
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第７節 職業（仕事）のあっ旋（関係機関） 306～                   ●               

第８節 罹災証明と被災証明 307～                                   

１ 罹災者台帳 307～         ●                         

２ 罹災証明書の発行 307～         ●                         

３ 罹災証明の範囲 307～         ●                 ●       

４ 罹災証明の調査 308～         ●           ●     ●       

５ 被災証明書の発行 308～         ●                         

６ 証明手数料 308～         ●                         

第９節 地域経済の復興支援 309～                                   

１ 消費生活情報の把握 309～                   ●               

２ 被災中小企業への融資 309～                   ●               

３ 被災農林事業者への融資 310～                   ●               

第５編 その他災害・事故対策編 313～                                   

第１章 基本方針 315～                                   

第２章 大規模火災対策 316～                                   

第１節 大規模火災予防 316～                                   

１ 災害に強いまちづくり 316～           ●         ●     ●       

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 317～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●     

３ 防災知識の普及、訓練 319～           ●  ● ● ●       ● ●       

第２節 大規模火災対策 319～                                   

１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 319～ ●       ●                 ● ●     

２ 活動体制の確立 320～ ●       ●                         

３ 消火活動 320～                           ●       

４ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 321～     ●               ●             

５ 避難収容活動 321～ ● ● ●   ● ●  ● ● ● ● ●   ● ● ●     

６ 施設・設備の応急復旧活動 321～     ●     ●   ●     ●   ●         

７ 被災者等への的確な情報伝達活動 321～   ●                               

第３章 危険物等災害対策 323～                                   

第１節 危険物施設 323～                                   

１ 予防対策 323～           ●         ●     ●       

２ 応急対策 323～ ●                   ●     ●       

第２節 高圧ガス災害対策 324～                                   

１ 予防対策 324～           ●         ●     ●       

２ 応急対策 324～ ●                   ●     ●       

第３節 毒物・劇物災害対策 325～                                 

１ 予防対策 325～                           ●       

２ 応急対策 325～                           ●       

第４節 サリン等による人身被害対策 326～                                   

１ 予防対策 326～           ●                       

２ 応急対策 326～ ●       ●                 ●       

第４章 原子力災害対策 327～                                   

第１節 原子力災害予防対策 327～                                   

１ 住民に対する防災知識の普及 327～           ●                       

２ モニタリング設備・機器の整備 327～           ●                       

３ 安定ヨウ素剤の供給体制の確保 327～           ●                       

第２節 原子力災害応急対策 327～                                   

１ 通報基準・緊急事態判断基準 327～ ●                         ●       

２ 町の活動体制 329～ ●                                 

３ 事業者等による初動活動 330～ ●                         ●       

４ 県・町による応援要請 330～ ●                                 

５ 緊急輸送 331～ ●   ●               ●             

６ 町による屋内退避・避難指示、警戒区域の設定 331～ ● ●                               

７ 避難所の開設 332～ ●            ● ● ●       ●         

８ 住民への情報提供 332～ ● ●                               

９ 食料・飲料水の摂取制限 332～ ●                                 

10 被害調査と応急措置の実施 333～ ●       ●       ●                 

11 各種制限措置の解除 333～ ●                                 

第５章 鉄道災害対策 334～                                   

第１節 予防対策 334～                     ●             

第２節 活動体制 334～ ●                   ●             

第３節 情報収集と伝達の基本方針 334～                                   

１ 情報の収集 334～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

２ 被災者、住民への情報伝達 334～   ●                               

第４節 避難誘導 335～                                   

１ 乗客等の避難 335～         ●                 ●       

２ 災害現場周辺の住民の避難 335～ ● ●                       ● ●     
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３ 救出・救助 335～ ●                         ●       

第５節 消防活動 336～                           ● ●     

第６節 応援要請 336～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第７節 医療救護 336～ ●                         ●       

第８節 災害復旧 336～                    

第６章 航空機事故対策計画 337～                                   

第１節 活動体制 337～ ●                                 

第２節 情報収集 337～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第３節 避難誘導 337～                               

１ 乗客等の避難 337～ ●       ●                 ●       

２ 災害現場周辺の住民の避難 337～ ● ●                      ● ●     

第４節 救出、救助 338～ ●       ●       ●         ●       

第５節 消火活動 338～                           ● ●     

第６節 応援要請 338～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

第７節 医療救護 338～ ●                         ●       

第７章 道路災害対策 339～                                   

第１節 道路災害予防対策 339～                                   

１ 気象情報等の情報収集体制整備 339～           ●         ●             

２ 危険箇所の把握 339～   ●       ●         ●             

３ 予防対策の実施 339～           ●         ●             

４ 資機材の整備 339～                     ●             

５ 関係機関との情報の収集・連絡体制の整備 340～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    ● 

６ 緊急輸送活動体制の整備 340～                     ●             

７ 被災者への的確な情報伝達活動への備え 340～   ●                               

第２節 道路災害応急対策 341～                                   

１ 災害情報の収集 341～ ●                   ●             

２ 班員動員体制 341～ ● ●                       ●       

３ 応援要請 342～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

４ 消火活動 342～ ●                         ● ●     

５ 緊急輸送活動 342～     ●               ●             

６ 危険物の流出に対する応急対策 342～         ●           ●     ●       

７ 応急復旧活動 342～                     ●             

８ 被災者及び住民への情報伝達 343～   ●                 ●             

９ 災害復旧 343～                     ●             

第８章 雪害対策 344～                                   

第１節 大雪災害の特徴 344～                                   

１ 平成 26 年 2 月の大雪 344～                                   

２ 近年の大雪の事例（令和 3 年 1 月 7 日からの大雪等） 345～                                   

第２節 予防・事前対策 345～                                   

１ 住民が行う雪害対策 345～   ●       ●         ●     ● ●     

２ 情報通信体制の充実強化 346～           ●                       

３ 雪害における応急対応力の強化 346～           ●         ●             

４ 避難所の確保 346～   ●     ● ●  ● ● ●   ●   ●  ●     

５ 建築物の雪害予防 346～     ●     ●  ● ● ●   ●   ●         

６ 道路交通対策 347～   ●     ● ●  ●  ●   ●   ● ● ●     

７ 鉄道等交通対策 348～                     ●             

８ ライフライン施設雪害予防 348～                     ●             

９ 農林水産業に係る雪害予防 348～                   ● ●             

第３節 応急対策 348～                                   

１ 応急活動体制 348～ ●                                 

２ 情報の収集・伝達・広報 348～ ● ●     ●                         

３ 道路機能の確保 349～ ●                   ●             

４ 救出・救助の実施 350～ ●                                 

５ 避難所の開設・運営 350～ ● ●     ●  ● ● ● ● ● ●   ●  ●     

６ 医療救護 350～ ● ● ● ● ●  ● ● ● ●       ● ● ●    ● 

７ ライフラインの確保 350～                     ●             

８ 地域における除雪協力 351～                     ●             

第４節 復旧対策 351～                                   

１ 農業復旧支援 351～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    ●  ● 

２ その他復旧対策 351～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●         

３ 生活再建等の支援 351～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    ●  ● 

第９章 火山噴火降灰対策 352～                                   

第１節 被害想定 352～                                   

１ 富士山が噴火した場合 352～                                   

２ その他の近隣の火山が噴火した場合 352～                                   

第２節 予防・事前対策 353～                                   
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第５節 指定公共機関及び指定地方公共機関 

【久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 

機関名 業務大綱 

東武鉄道株式会社

東武動物公園駅 

１ 鉄道施設等の安全確保 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者の輸送の協力 

東日本電信電話

株式会社埼玉事

業部 

１ 電気通信施設の整備 

２ 災害時における非常通信の確保及び警報の伝達 

３ 被災電気通信設備の応急対策及び災害復旧 

東京電力パワー

グリッド株式会

社春日部支社 

１ 災害時における電力供給 

２ 被災施設の応急対策及び災害復旧 

ガス供給事業者 

１ ガス供給施設（製造施設も含む）の建設及び安全保安 

２ 災害時におけるガス供給 

３ 被災施設の応急対策及び災害復旧 

日本赤十字社 

埼玉県支部 

１ 生活環境の整備、こころのケアなど避難所の設置支援に関すること 

２ 医療（診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療及び施術、病院

又は診療所への収容並びに看護）に関すること 

３ 助産（分べんの介助、分べん前後の処置及び脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

の支給）に関すること 

４ 死体の処理（死体の洗浄、縫合、消毒等の処置および検索）に関すること 

５ その他必要な事項 

埼玉県トラック

協会久喜支部 

１ 災害時における貨物自動車（トラック）による救助物資及び避難者の輸送の協力 

日本郵便株式会

社杉戸郵便局 

１ 郵便、為替貯金及び簡易保険各事業の業務運行管理、並びにこれらの施設等の

保全 

２ 救助物資を内容とする小包郵便物の料金免除、並びに災害時における郵便はが

き等の無償交付 

久喜宮代衛生組合 
１ 災害時に発生する生活ごみの処理に関すること 

２ 災害時に発生するその他廃棄物等の処理支援に関すること 

北本地区衛生組合 １ 災害時に発生するし尿・浄化槽汚泥の処理に関すること 
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【住民課、町民生活課、環境資源課、健康介護課】 
８ 遺体の処理体制の整備 

（１）事業者との協定締結 

棺、ドライアイス等、埋葬に必要なものが迅速に確保できるよう、住民課はあらかじめ葬儀

業者を把握しておくとともに、環境資源課と連携して業者との間に協定の締結を図っておく。 

（２）遺体安置所の選定 

大規模災害時には多くの身元不明者（住民とは限らない）の遺体が発生することが予想され

る。そのため、住民課は、災害時に迅速な対応がとれるよう町民生活課と連携して平常時から

遺体安置所を確保・選定しておく。 

（３）遺体処理マニュアルの作成 

住民課は、災害時における遺体処理を迅速に行うため、平常時から遺体の処理についてマニ

ュアルの整備を進めておく。また、マニュアルの整備にあたっては、実際に現場対応を行う健

康介護課や警察署からも意見を聴取するものとする。なお、マニュアルの整備後は、いざ災害

が発生した際に迅速な対応ができるよう住民課はマニュアルの習熟を図る。 

 

【環境資源課、まちづくり建設課、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合、社会福祉協議会】 
９ 災害廃棄物の収集・処理の体制整備 

災害発生時において大量に発生する廃棄物の処理にあたり、迅速かつ適正な処理及びリサイクル

の推進等を図ることによって住民の生活を確保し、早急に復旧・復興を推進していくことを目的と

して、基本的な事項を定める宮代町災害廃棄物処理計画を策定した。 

環境資源課は、宮代町災害廃棄物処理計画に基づき、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合等と

連携して、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理を実施するものとする。 

（１）事業者との協定締結 

仮設トイレ等のし尿処理に必要な資機材が迅速に確保できるよう環境資源課はあらかじめ

調達業者を把握するとともに、業者との間で協定を締結する。 

（２）し尿処理体制 

環境資源課は、北本地区衛生組合と連携し、災害時に適正にし尿処理を行う。 

仮設トイレ分を含むし尿の回収の収集・運搬・処理体制は、被災後の復旧・復興期も継続し

て実施する。 

（３）避難所等への災害用トイレ機能の整備 

災害時、避難所のトイレは、断水により使用後はバケツで水を流すことになるが、給水体制

が充分でなければすぐにトイレがし尿で一杯になってしまうため、避難者の多くは簡易仮設ト

イレを使用することになる。しかし、これも汲み取り式ではないため、すぐにし尿で一杯にな

り、使えなくなってしまうことが予想される。 

阪神・淡路大震災以後、災害用トイレの研究が進められており、下水道のマンホールの蓋を

空けたところに仮設トイレを設置する汲み取りの心配が要らない方式のトイレが普及してき

ている。 

町では、指定避難所、又は一時避難場所として活用できる公園等へ下水道に直結したマンホ

ールトイレの整備を検討していくものとする。なお、進修館には、災害予防対策として、3 か

所分のマンホールトイレ用マンホールが設置されている。 
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なお、平常時はベンチとして活用できる景観と機能を併せ持ったトイレの設置について検討

していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

＜図２－６＞ 下水道のマンホールの上に直接便器を置くタイプ 

 

（４）災害廃棄物の処理体制 

大規模災害が発生した場合は、短期間で災害廃棄物が大量に発生することが想定される。そ

のため、環境資源課は、災害時に指定避難所等の廃棄物、いわゆる生活ごみが適正に処理でき

るよう平常時に久喜宮代衛生組合と連携し、災害時における円滑な廃棄物処理を行う。 

① 災害の被害想定に基づく種類別のごみの発生量の想定 

② 久喜宮代衛生組合との災害時を想定したごみの収集 

③ 事業者への応援要請体制の確保 

④ 県に対する応援体制の確保 

⑤ 住民へのごみ収集体制の周知方法 

町は、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合と連携して、次のような取組を行う。 

【災害廃棄物仮置場候補地（一時集積所）の選定】 
・災害廃棄物処理計画に記載した災害廃棄物仮置場候補地の中から、発生後、災害廃棄物の

発生量又はその見込み量等に応じて仮置場を開設する。 
・仮置場候補地の利用方法の検討等により、直ちに仮置場が開設できるように準備をしておく。 
・仮置場の確保は平時に選定した候補地が基本となるが、落橋、がけ崩れ、水没等による仮

置場へのアプローチの途絶等の被害状況や発災後の復旧作業の進捗による災害廃棄物の

種類の変化に応じて、見直しができるように選定場所以外の候補地の把握に努める。 
【災害廃棄物の処理体制の確保】 
・仮置場での保管に際して、廃棄物が混合状態にならないよう分別排出、分別仮置きのため

の住民への広報や仮置場の運営を行う。 
・仮置場を管理・運営するために必要となる資機材・人員を発災後確保できる体制を整備する。 
・応急対応時においても、今後の処理や再資源化を考慮し、可能な限りごみの選別を行うた

め、住民等の協力を得られるよう広報体制や人員・資機材配置を行う。 
【生活ごみの処理体制の確保】 
・避難所ごみを含む生活ごみは、仮置場に搬入せずに既存の施設において処理を行う体制と

する。 
・生活ごみ及び仮設トイレ分を含むし尿の回収の収集・運搬・処理体制は、被災後も平時と

同様の体制を基本として継続して実施する。 
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⑥ 管路整備計画の作成にあたっては、管路をつなげるループ化や複数系統化等のバックアッ

プ手段を考慮する。 

⑦ 防災施設として活用する場合を考慮して、下水道施設にマンホールトイレを整備するとと

もに、施設内の雨水を消防用水として再利用できるよう検討を行う。 

⑧ 緊急点検の実施方法、応急復旧時の作業内容、資機材の備蓄について、あらかじめ県・市

町村間で支援体制や組織等に関して基本ルールを定めておく。 

 
【町民生活課】 

９ 電気、ガス、通信施設等の震災予防対策 

電気、ガス、通信、産業廃棄物処理にかかる各事業者は、各事業者が作成した防災計画及び県防

災計画に基づき、所管施設について次のように防災性の確保に努める。また、町民生活課は、これ

ら各事業者と日頃から情報を交換するとともに、防災会議や地域防災訓練等を通じて、町の防災力

の向上を図っていく。 

・ライフライン関連施設の耐震性の確保 
・バックアップ機能の確保（系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等） 
・被害状況の予測、把握及び緊急時の供給について、あらかじめ計画を作成し、体制を整備 
・優先復旧順位の事前決定 

 
【環境資源課、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 

10 廃棄物処理施設の震災予防対策 

久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合と町は、廃棄物処理施設について、次のような予防対策を

実施するよう努める。 

・施設の耐震化、不燃堅牢化 
・施設における災害時の人員計画、連絡体制、復旧対策の作成及び施設等の点検手引き等の準備 
・処理に必要な薬剤、予備冷却水、起動用非常用発電機等を必要に応じてあらかじめ確保 

 
【町民生活課】 

11 エネルギーの確保 

（１）電力供給の安定化 

自立・分散型電源に代表されるエネルギー源の多様化により、防災活動の拠点となる役場庁

舎や避難所における電力供給の安定化に向けた取組を促進する。 

（２）燃料の多様化 

災害時にも交通ネットワークを維持させるため、車両における燃料の多様化（電気、天然ガ

ス、ＬＰガス、水素等）に努める。また、災害時でも使用できるよう多重電源により電力供給

が安定しているＥＶ車の導入を検討するとともに、ＥＶ車導入の相談があった場合には、再生

可能エネルギー電力活用促進事業補助の利用について斡旋する。 
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【町民生活課、産業観光課、まちづくり建設課】 
５ 河川施設の維持・補修 

河川施設（別冊資料編 資料-5 参照）には、排水機場、排水ポンプ場、制水扉、水門樋管があり、

内水予防施設として、調整池、雨水貯留・浸透施設等がある。施設の管理者については、定期的に

施設の管理・点検を行い、いざ災害が迫ってきた際に、施設が故障等で稼動しないということがな

いよう細心の注意を払って対処するものとする。 

また、河川の堤防、護岸等について日頃より点検を行い、護岸の崩壊等を未然に防げるよう注意

を払っていく。 

   

【産業観光課】 
６ 農業用水利施設の整備 

農業用用排水路の周辺地区は、大雨や台風による水路の溢水等が生じた場合は甚大な被害が生じ

るため、農業用水利施設の防災機能強化を図るために必要な整備を行う。 

  

【町民生活課、まちづくり建設課】 
７ 内水ハザードマップの作成 

県の支援のもと、町は内水氾濫による被害の軽減を図るため、大雨による浸水の被害が想定され

る区域や避難場所等に関する情報、内水浸水箇所を示したハザードマップを令和 2 年度に作成し、

全戸配布により住民に情報提供を行った。なお、内水ハザードマップに掲載する情報については、

洪水ハザードマップ内に掲載することで、周知することもある。 

 
【町民生活課、まちづくり建設課】 

８ 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 

（１）洪水浸水想定区域の指定・公表 

国及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川に指定されている河川においては、水防法第 14

条に基づき、想定しうる最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を

洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域、浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間

等を公表するとともに、町長に通知する。 

○国管理河川：利根川、荒川 
○県管理河川：中川、大落古利根川 
町長は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情報

提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報として

住民、滞在者その他の者へ周知する。 

（２）洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置 

町防災会議は、洪水浸水想定区域の指定があったときは、町地域防災計画において、少なく

とも当該洪水浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定める。 

① 洪水予報等の伝達方法 

② 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

③ 災害対策基本法第 48 条第 1 項の防災訓練として町長が行う洪水、雨水出水に係る避難訓

練の実施に関する事項 

④ 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域）内に次に掲げる施設がある場
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合にあっては、これらの施設の名称及び所在地（第 6 編 資料編 資料集 資料-15 要配慮者

利用施設一覧表 Ｐ384 参照） 

ア 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

必要があると認められるもの  
イ 大規模な工場その他の施設（アに掲げるものを除く。）であって国土交通省令で定める

基準を参酌して町の条例で定める用途及び規模に該当するもの（大規模工場等）でその

洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの（所有者又は管理者からの申

出があった場合に限る。） 
⑤ その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

町防災会議は、町地域防災計画に上記④に掲げる事項を定めるときは、同計画に当該施設

の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法を定めるも

のとする。また、町地域防災計画にその名称・所在地を定められた上記④の施設の所有者又

は管理者は、以下について実施義務又は努力義務がある。 

＜④のア 要配慮者利用施設＞  
・国土交通省令で定めるところにより、施設利用者の洪水時等の避難確保に必要な訓練その他

の措置に関する計画の作成、市町村長への報告、公表（義務）。  
・計画に基づく施設利用者の洪水時等の避難確保のための訓練の実施（義務）  
・自衛水防組織の設置（努力義務）  
＜④のイ 大規模工場等＞ 
・国土交通省令で定めるところにより、施設利用者の洪水時等の浸水防止に必要な訓練その他

の措置に関する計画の作成（努力義務）。  
・計画に基づく洪水時等の浸水防止のための訓練の実施（努力義務）  
・自衛水防組織の設置（努力義務）  
・計画を策定、自衛水防組織を設置した場合の市町村長への報告（義務） 
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【町民生活課、まちづくり建設課】 
９ 風水害に強いまちの形成 

災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、

移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、地方公共団体が定める水位より高い地盤面や居室の床面

の高さ、避難上有効な高さを有する屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討する。 

町は、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっては、災害

リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防

災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。 

町及び国（国土交通省）は、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、

豪雨、洪水等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じ

て、移転等も促進するなど、風水害に強い土地利用の推進に努める。 

国土利用計画法に基づく埼玉県国土利用計画や埼玉県土地利用基本計画を踏まえ、計画的な土地

利用を推進して、土地利用の適正な誘導を図ることにより、浸水被害を受けにくい安全な県土づく

りを進める。 

国、公共機関、地方公共団体、災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、洪水浸水想定区域、

雨水出水浸水想定区域等の危険箇所等に配慮しつつ、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施

設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、推

進に努める。 

 

第６節 地盤災害の予防 

自然特性や災害特性等に適した土地利用を推進するうえで、地震による液状化等の地盤災害の危険

性が高い地域については、地盤災害の軽減を図るための対策を実施する。 

 

【町民生活課、まちづくり建設課】 
１ 調査の実施及び公表 

町は、平成 26 年 3 月に公表された埼玉県地震被害想定結果をもとに令和 2 年度に液状化ハザー

ドマップを作成し、住民への液状化危険度の周知を行った。今後も引き続き、大学、各種研究機関

において実施される液状化現象に関する研究成果を踏まえ、当該地域における危険度分布予測をは

じめとする調査を継続するとともに、液状化ハザードマップの更新を実施する。 

 

【まちづくり建設課】 
２ 液状化対策工法 

土木施設や構造物、建築物、地下埋設物への液状化対策工法については、液状化現象の発生その

ものを防止する対策（地盤改良工法）と液状化の発生を前提とした構造的な対策がある。 

 

【まちづくり建設課】 
３ 液状化対策の実施等 

液状化現象が予測される地域に対しては、地盤の調査をする等、適切な手法で対象となる施設に

ついて耐震診断を行い、地震後に確保すべき施設の機能に応じた耐震強化対策を実施する。 

町は県と連携し、住民に対して、建築物を建てる際の留意点や液状化対策工法等について、知識

の普及や意識の啓発を図るものとする。 



第 3 編 災害応急対策編 
第 1 部 震災応急対策計画 
第 2 章 災害対策本部の設置 

- 113 - 

第４節 本部の組織及び事務分掌 

【各班共通、消防組合、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合、社会福祉協議会】 
１ 組織体系図 

本部の組織は次のとおりとする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図３－１＞ 本部組織体系図 
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班 救助・救命期（発災～3 日） 
救援期（注 1） 
（4 日～10 日） 

復旧・復興期 

企画財政班 

１ 救援物資の調達及び仕分け整理 
２ 救援物資の保管 
３ 各班からの救援物資の調達要請及び要望への対応 
４ 緊急予算編成及び資金調達 
５ 災害時における資金調達 
６ 公共施設の応急復旧 
７ 庁舎内及び庁舎と接続しているデータ通信ネットワ

ーク被害の把握及び復旧状況の確認 
８ 行政財産に対する被害状況の確認 
９ 町有車及び借上車両等の配車 
10 輸送車両及び燃料の確保 
11 発災時における庁舎及び周辺地域の被害状況の把握 
12 災害時における輸送機関の確保及び交通機関との連携 
13 災害応急活動における臨時駐車場の確保 
14 役場庁舎への車両の誘導及び交通整理 
15 応援部隊（行政機関・協定締結機関等）の受入に伴

う宿泊所（宿営地）の確保及び調整 
16 災害対策に関する公共用地の有効活用 
17 班内の庶務及び協力調整 
18 災害情報の収集 
19 他の班の支援 

１ 災害救助及び復
旧事業の概算予測
に関する積算 

２ 循環バスの災害
時活用 

３ 災害状況の統計
管理 

○以下同左 

１ 町債及び交付税
の確保 

２ 国庫補助の要望 
３ 災害対策予算の

総合調整 
４ 災害復旧予算の編

成及び執行管理 
５ その他財源調達

及び災害対策予算
等の確保 

住民班 

１ 遺体捜索の事務 
２ 遺体の処理（洗浄・消毒） 
３ 遺体安置所、棺及びドライアイス等の確保 
４ 遺体の搬送に関する関係業者との連絡調整 
５ 斎場の利用調整 
６ 遺体の埋・火葬に関する事務 
７ 火葬及び焼骨の仮収蔵計画 
８ 住民からの安否確認・相談 
９ 班内の庶務及び協力調整 
10 災害情報の収集 
11 他の班の支援 

１  身元不明者の埋
火葬 

２ 災害に伴う国民
健康保険税の減免
等の緩和措置 

３ 国民健康保険の
給付 

４ 社会保険事務所
との連絡調整 

○以下同左 

 

税務班 

１ 人的被害状況の情報収集 
２ 建物その他施設等の被害状況調査 
３ 各班からの被害情報等の取りまとめ 
４ 被害情報等の分類整理（地区別） 
５ 被害情報等の本部への報告 
６ 各班及び関係機関への被害情報等の情報提供 
７ 被災者の避難誘導 
８ 班内の庶務及び協力調整 
９ 災害情報の収集 
10 他の班の支援 
※1、2、7については、各班からの派遣班員が行う。 

１ 人的及び物的被
害状況の調査・報
告・取りまとめ 

２ 災害に伴う町
税の申告期限の
延長及び減免等
による納税緩和
措置 

３ 罹災者台帳の作
成並びに罹災の相
談及び証明書の発
行 

○以下同左 

１ 町税の減免措置
の開始 

町民生活班 

１ 事務局の業務補佐 
２ 局内の庶務及び協力調整 
３ 災害情報の収集 
４ 他の班の支援 

○同左 ○同左 

環境資源班 

１ 久喜宮代衛生組合からの情報収集 
２ 北本地区衛生組合からの情報収集 
３ 久喜宮代衛生組合への情報提供 
４ 北本地区衛生組合への情報提供 
５ 仮設トイレの調達 
６ 広域利根斎場組合との連絡調整 
７ 避難所におけるペットの避難状況の把握 
８ ねずみ族・昆虫等の駆除業者の斡旋 
９ 動物の保護収容施設の斡旋 
10 獣医師の斡旋 
11 災害廃棄物処理対応 
12 班内の庶務及び協力調整 
13 災害情報の収集 
14 他の班の支援 

○同左 ○同左 
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第２節 情報管理体制 

【各班共通、消防組合、消防団、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 
１ 情報管理体系 

町及び防災関係機関等との情報の収集・伝達体制は、次のとおりである。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図３－２＞ 情報管理体制図 
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【各班共通、消防組合、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 
２ 防災関係機関連絡一覧 

災害発生時には、目的別・機能別に迅速に連絡を取らなければならないことから、それぞれ次の

とおり、一覧表にして整理する。 

＜表３－６＞ 防災関係機関連絡一覧表 

番号 分類 名称 備考 

１ 

埼
玉
県 

災害対策課 自然災害・事故災害 

危機管理課 すべての危機情報 

危機管理防災センター すべての危機情報 

２ 利根地域振興センター 被害報告 

３ 杉戸警察署 交通規制・避難誘導・検視等 

４ 幸手保健所 保健衛生・犬の捕獲等 

５ 春日部農林振興センター 農業被害 

６ 杉戸県土整備事務所 公共土木・施設被害 

７ 東部教育事務所 応急教育 

８ 東部中央福祉事務所 福祉 

９ 埼玉県東部環境管理事務所 有害物質流出等の環境汚染全般 

10 埼玉県動物指導センター南支所 動物の保護全般 

11 
国
機
関 

総務省消防庁 被害報告 

12 陸上自衛隊 派遣要請 

13 
指
定
地
方
行
政
機
関 

利根川上流河川事務所 洪水情報 

14 荒川上流河川事務所 洪水情報 

15 関東農政局 食料調達 

16 春日部労働基準監督署 労働雇用 

17 熊谷地方気象台 風水害情報 

18 

指
定
公
共
機
関
・
指
定
地
方
公
共
機
関 

東武鉄道株式会社東武動物公園駅 鉄道被害 

19 東日本電信電話株式会社埼玉事業部 通信被害 

20 
東京電力パワーグリッド株式会社 

コンタクトセンター 
電力施設 

21 東彩ガス株式会社春日部サービスセンター ガス被害 

22 日本赤十字社埼玉県支部 救出活動支援 

23 埼玉県トラック協会久喜支部 輸送活動 

24 日本郵便株式会社杉戸郵便局 郵便事業 

25 久喜宮代衛生組合 廃棄物処理 

26 北本地区衛生組合 廃棄物処理 

27 
消
防 

機
関 

埼玉東部消防組合 消火活動 

28 宮代消防署 消火活動 
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番号 分類 名称 備考 

29 

そ
の
他
関
係
団
体 

南彩農業協同組合宮代営農経済センター 食料調達 

30 宮代町商工会 食料調達 

31 病院等経営者 保健医療 

32 南埼玉郡市医師会 保健医療 

33 宮代町建設土木事業者協力会 復旧資材 

34 宮代町水道工事業者組合 上水道被害 

35 宮代町下水道排水設備指定工事店 下水道被害 

 

第３節 通信手段と役割分担 

【各班共通】 
災害時には、町内の災害情報だけでなく、国、県並びに関係機関への報告、報道機関との連絡調整

が一度に発生し、これを短時間のうちに対応していかなければならないことから、災害情報の内容、

通信手段の性格ごとに役割を分けて対応する必要がある。通信手段の種類については、既に「第 2編 

第 3 章 第 1 節 6 情報通信手段の充実」に記載したとおりであるが、それぞれの情報手段ごとの役割

は次のとおりである。 

＜表３－７＞ 情報活動役割分担表 

情報手段 担当班 必要参考人員 

１ 町内（住民）への情報伝達手段 

（１）固定系防災行政無線 

（２）防災行政無線テレホンサービス 

（３）ホームページ・防災ツイッター・公式ＬＩＮＥ 

（４）緊急速報メール、登録制メール 

（５）自動販売機災害時メッセージボード 

（６）テレビ（テレビ埼玉によるデータ放送を含む。）、ラジオ 

（７）広報車 

（８）消防団 

（９）全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

総務班 2 人以上 

２ 県及び県内防災関係機関との情報交換手段 

（１）埼玉県防災行政無線関係（通信・電話） 

（２）電話（災害時優先電話） 

（３）県災害オペレーション支援システム 

事務局 2 人 

３ 町内における災害情報の収集先 

（１）移動系防災行政無線 

（２）班員 

（３）アマチュア無線クラブ 

（４）自主防災会 

税務班 

各班 
10 人以上 

４ 各班及び現地災害対策本部との情報交換手段 

（１）移動系防災行政無線 

（２）災害時優先電話 

（３）簡易無線（移動系） 

事務局 2 人 

また、これらの通信手段別の留意点については「第 2 編 第 3 章 第 1節 6 情報通信手段の充実」

に掲げるほか、次のとおりである。 
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第４節 災害情報の収集、報告及び記録の方法 

【各班共通、消防組合、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 
１ 本部への情報の集約 

災害時における情報収集の役割は、主に税務班が担うこととなっているが、大規模災害の場合は、

同時多発的に災害が発生するため、税務班のみで全ての情報の収集は困難である。そのため、発災

直後においては、全ての班員が各班長の指示のもと組織を通じて情報を集約・整理し、税務班に報

告するものとする。税務班は収集した情報をとりまとめ、定期的に本部へ報告を行うものとする。

本部では、報告された情報について、本部内で情報の共有化を図るものとする。 

（１）発災直後の情報収集すべき内容の一覧 

発災直後に情報収集する内容については、次のとおりである。 

＜表３－９＞ 発災直後の情報収集内容一覧 

区分 情報収集する内容 関係各班、関係機関 

人的被害 

１ 死者、負傷者の発生及び人命危険の

有無 

２ 被災者の状況 

３ 住民の動向 

４ 避難の必要の有無及び避難の状況 

非常態勢時 税務班 

警戒態勢時 町民生活班 

火災被害 １ 火災の発生及び延焼の状況 消防組合 

物的被害 

１ 庁舎等所管施設、設備の被害状況 
企画財政班 

（庁舎周辺の探索視認） 

２ 道路、橋梁の被害状況及び道路交通

の状況 

まちづくり建設班 

（警察機関、その他防災関係機関からの通報、

交通運転者からの通報、現地パトロール等） 

３ 建物の倒壊状況 税務班・各班 

４ 電気、ガス、電話回線等の被害状況 各公益事業者 

５ 文教施設の被害状況 教育推進班 

６ 病院の被害状況 健康介護班 

７ 保育園、学童保育所等の被害状況 子育て支援班 

８ 清掃施設の被害状況 久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合 

９ 鉄道の運行状況 東武動物公園駅 

10 社会福祉施設の被害状況 福祉課、子育て支援課、健康介護課 

11 公園施設の被害状況 まちづくり建設班 

12 上水道の被害状況 まちづくり建設班 

13 下水道の被害状況 まちづくり建設班 

地震情報 
地震の震源、規模（マグニチュード）や

揺れの大きさ（震度）に関する情報 

気象庁 

県災害対策課 

その他 災害対策上必要な事項  

また、その他の情報の入手先として、次に掲げる手段が想定される。 

① 参集した班員からの被災状況の報告 

② テレビ、ラジオからの情報 

③ 住民、事業者からの情報 

④ インターネットからの情報 

⑤ 県衛星通信ネットワーク・県地上系防災行政無線・県災害オペレーション支援システムか

らの情報 
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なお、安否情報の提供にあたっては、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から

追跡されて危害を受ける恐れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られるこ

とのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 

また、町は、情報収集や提供等、県が設置する災害情報相談センターの業務に協力するもの

とする。 

 

【事務局、総務班、住民班、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、産業観光班、まちづくり建設班、教育推進班                 、社会福祉協議会】 
５ 問い合わせが予想される事項一覧 

＜表３－１０＞ 問い合わせが予想される事項一覧表 

内容 各班・関係機関 

被害の状況 総務班 

地震活動の今後の見通し 事務局 

家族・知人の安否に関する情報 住民班 

医療に関する情報 健康介護班 

避難の必要性に関する情報 事務局 

飲料水の確保に関する情報 まちづくり建設班 

食料、救援物資の確保に関する情報 産業観光班 

遺体の安置等に関する情報 住民班 

電気に関する情報 東京電力パワーグリッド株式会社 

下水道、トイレの復旧に関する情報 まちづくり建設班 

仮設トイレ・トイレの汲み取りに関する情報 環境資源班 

ごみ、がれきの処理に関する情報 環境資源班 

電話に関する情報 東日本電信電話株式会社埼玉事業部 

ガスに関する情報 
各ガス会社・都市ガスの会社が分からない場合は、

まちづくり建設班 

道路に関する情報（交通規制状況等） まちづくり建設班 

公共交通に関する情報（運行状況等） 東武動物公園駅 

教育に関する情報（休校等） 教育推進班 

避難所に関する情報 
事務局、福祉班、子育て支援班、健康介護班、教育

推進班 

店舗・宿泊施設等の営業状況に関する情報 

（ガソリンスタンド、銀行等） 
産業観光班 

ボランティア募集に関する情報 社会福祉協議会・福祉班 

 
【事務局】 

６ 県、市町村、関係団体の連携確保（震災相談連絡会議の設置等） 

県では、震災後における県、市町村、関係団体の連携体制を強化するため、震災後早期に、県が

設置する災害情報相談センターにおいて、震災相談連絡会議を開催する。町は会議に参加するとと

もに県及び関係団体と連携を図るものとする。また、震災相談連絡会議では、災害情報相談センタ

ーと関係団体の相談窓口分担、相談体制、情報入手方法、伝達方法等を確認するとともに、相談の

たらい回しを防止するため、相談窓口一覧表や「災害情報相談センターマニュアル」を作成する。 

町は、県及び管轄支部との情報を共有し、連携体制の強化を図るものとする。 
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第２節 緊急輸送道路の確保 

【事務局、税務班】 
１ 緊急輸送道路調整会議 

本部は、町内の道路、橋梁の被害状況を税務班、その他防災関係機関から速やかに収集し、迂回

路及び緊急啓開が可能な路線の選定を行う。 

なお、交通網に関する情報の収集及び報告に関する流れについては、「本章 第 1 節 輸送対策実

施の流れ」のとおりである。 

 

【まちづくり建設班】 
２ 緊急輸送道路指定路線 

緊急輸送道路の指定にあたっては、町内の被害をもとに臨機応変に指定するものの、その基準に

ついては、原則として、「本編 第 1部 第 10 章 第 5 節 1 緊急道路啓開路線の選定」に基づき、次

の方針により実施する。 

（１）町内の防災関係拠点施設を結ぶ路線の安全を確保し、施設や地域の孤立を防ぐ。 

（２）緊急物資を町外から運ぶための路線を確保する。 

これらの基準を基に考えると、次の路線が緊急時の重要な役割を果たす路線に値する。 

 

＜表３－２１＞ 緊急輸送道路想定路線 

道路種別等 緊急輸送道路の選定理由 

県道 

65 号線 第2次緊急輸送道路 さいたま幸手線（全域） 

85 号線 第2次緊急輸送道路 春日部久喜線（中島交差点～久喜市境） 

154 号線 第2次緊急輸送道路 蓮田杉戸線（中島交差点～清地橋） 

町道 

67 号線 県道65号線から須賀小中学校へのアクセス道路 

75 号線 県道85号線から国道4号へのアクセス道路 

669 号線 県道85号線から総合運動公園へのアクセス道路 

743・77 号線 県道85号線から消防組合及び日本工業大学へのアクセス道路 

55・88・94・96 号線 
県道85号線から役場、進修館、笠原小学校、六花へのアクセス道路 

東武動物公園駅東西口駅前広場から進修館へのアクセス道路 

32 号線 
県道 154 号線から百間小学校及び福祉交流館すてっぷ宮代へのアクセス

道路 

41・1503 号線 県道154号線から前原中学校へのアクセス道路 

12・252・248・1348 号線 宮代高等学校へのアクセス道路 

 

なお、緊急輸送道路に指定された路線について、各道路管理者は必要な交通対策、道路啓開及び

応急復旧を行う。 
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第４節 災害廃棄物の処理 

【事務局、税務班、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、まちづくり建設班、教育推進班、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】  
１ 災害廃棄物への対応の流れ 

大規模な災害が発生した場合に大量に発生するごみの処理問題は、住民生活にとって重要な問題

である。そのため、ごみの種類に応じて対応の優先順位を定め、迅速かつ的確に対応する必要があ

る。次に掲げるのはその流れである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図３－２１＞ 災害廃棄物への対応の流れ 

 

【環境資源班、まちづくり建設班、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 
２ 基本的な考え方 

（１）災害廃棄物の範囲 

 

 

環境資源班 

■仮設トイレの調達 

■久喜宮代衛生組合、北本

地区衛生組合からの情

報収集 

■久喜宮代衛生組合、北本

地区衛生組合に対する

情報提供 

■収集車の被害状況の調

査 

 

 

 

■対応が困難、又は不足す

る場合 

・事業者への応援要請 

事務局 

■町内の被害状況の取りまとめ 

■避難所設置及び避難者数の取り

まとめ 

■久喜宮代衛生組合、北本地区衛生

組合での対応が困難、又は不足す

る場合 

・他自治体及び県等への応援要請 

避難所運営班 

■仮設トイレ等

の設置・管理 

税務班 

■町内の被害状況の整理 

■避難所設置及び避難者数の把握 

久喜宮代衛生組合 

■災害時における業務運営マニュアルによる計

画的なごみ処理

■ごみ処理施設の被害状況の調査 
■施設の復旧対策 
 
 
■対応が困難、又は不足する場合 
・事業者への応援要請 

■生活ごみの処分 

まちづくり建設班 

■緊急輸送道路の確保 

■がれき仮置き場の選定 

■建設事業者応援要請 

■広域処分体制の確立 

■がれきの搬送及び処分 

北本地区衛生組合 

■災害時の計画的なし尿処理 

■し尿処理施設の被害状況の調査 

■施設の復旧対策 

 

 

■対応が困難、又は不足する場合 

・事業者への応援要請 

 

■し尿・生活ごみの搬送 

■し尿の処分 
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【事務局、税務班、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、教育推進班、 
  久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 

３ 情報の収集とマニュアルに基づく廃棄物の処理 

（１）情報の収集 

災害が発生した場合、環境資源班は、次の被害情報を久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合か

ら収集する。また、あわせて、税務班が収集した情報（町内の被害状況、避難所の開設状況

及び避難者数）を久喜宮代衛生組合及び北本地区衛生組合に提供する。 

① ごみ処理施設の被害状況 

② し尿処理施設の被害状況 

③ （削除） 

（２）マニュアルに基づく廃棄物の処理 

町は、災害廃棄物処理実行計画に基づき、計画的にごみ・し尿の収集を行う。また、久喜宮
代衛生組合、北本地区衛生組合は、町からの情報を踏まえ、計画的にごみ・し尿の処理を行う。 

 
【事務局、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、教育推進班、久喜宮代衛生組合】 

４ トイレ対策 

（１）トイレの水洗機能の確保 

水道水が使用できなくなった場合は、プール、池、川、風呂の水等を水洗トイレ用の水とし

て使用する。 

（２）仮設トイレの設置の目安 

避難所の避難人員に応じて仮設トイレを設置する。なお、設置の目安としては、次の表のと

おりとする。 
 

＜表３－２５＞ 仮設トイレ設置の目安 

●仮設トイレ設置基数推計（茨城県南部地震） 
 北部 中央部 南東部 南西部 合計 

仮設トイレ 

設置基数 
21 20 21 10 72 

※仮設トイレ 1台あたりの使用人数（想定） 約 50 人 

 
＜算出基礎＞ 

項目 数値等 

仮設トイレ一基あたりの平均的な容量 400 リットル 

一人あたりのし尿平均排出量 2.5 リットル／人・日 

し尿収集頻度 3 日に 1回 

 
（３）避難所における対応 

① 施設のトイレの使用 

使用可能な場合には、既設のトイレを利用する。また、破損した排水設備については、業

者へ修理を依頼し、補修して利用する。 

② 仮設トイレの設置 

環境資源班は、避難所運営班と協力して防災倉庫にある仮設トイレを設置するとともに、
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必要に応じて、自主防災組織に依頼し、保管している仮設トイレについても設置を要請する。 

（４）仮設レンタルトイレの配備 

① 環境資源班は、町内の被害状況及び避難所の設置状況を把握するとともに、各避難所運営

班と協議し、不足するトイレの数を把握し、レンタル業者へ発注する。 

なお、レンタルにあたっては、極力水洗型でかつ、洋式の仮設トイレを設置することとする

が、調達が困難な場合は、貯留型の仮設トイレで対応する。 

② 環境資源班は、レンタル業者からの調達が困難な場合は、防災関係業者に対して簡易トイ

レの調達を依頼するとともに、必要に応じて、他自治体や県に対して応援要請を行う。 

（５）トイレの管理 

避難所における既設トイレ及び仮設トイレの清掃管理については、避難所運営班が避難所運

営チームと協力して実施する。 

（６）汲み取り及び消毒依頼 

仮設トイレを設置した場合、環境資源班は災害廃棄物処理実行計画に基づき、定期的に汲

み取りを実施する。なお、汲取り後の消毒については、健康介護班に依頼するものとする。 

 

【事務局、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、教育推進班、久喜宮代衛生組合】 
５ 生活ごみ 

（１）廃棄物の分別の徹底 

環境資源班は、避難所運営班と連携して、日常の生活ごみについても、         

「資源」と「ごみ」の分別を徹底させ、リサイクルを図るとともに、処分が容易となるよう指

導を行う。 

（２）処理方法 

生活ごみについては、原則、久喜宮代衛生組合へ搬入し、処分する。 

なお、被災状況、ごみの量によっては、他自治体の応援、許可業者等、民間の収集業者に協

力を要請する。 
 

【事務局、まちづくり建設班、久喜宮代衛生組合】 
６ がれきの処理 

（１）仮置き場の確保 

まちづくり建設班は久喜宮代衛生組合と協議し、町内の被害の程度、ごみの撤去の効率性や

地域性を考慮して、ごみの仮置き場を確保する。ごみの仮置き場は基本的には、がれき等を置

くことを主な目的とするものであるが、久喜宮代衛生組合にある施設の被害の状況によっては、

この仮置き場を生活ごみの置き場としても使用する。なお、仮置き場では、分別区分に応じて、

ごみを分別し、適切に管理する。 

（２）がれき等の処理 

まちづくり建設班は、緊急道路の道路啓開を優先し、がれき等の処理にあっては、町内の土

木建設業者に協力を要請し、撤去作業を行う。 

危険なもの、通行上の支障のあるもの腐敗性廃棄物等を優先的に収集運搬する。 

また、町の意図しない場所に片づけごみ等が集積される状況が見られる場合は、適宜巡回し、

計画的に収集運搬を行う。 

選別・保管のできる仮置場の十分な確保を図るとともに、大量のがれき等の最終処分までの

処理ルートを確保する。 
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■住民の防災対応 
○日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認等、一定期間地震発生に注意した行動

をとる。 
（例）家具の固定状況の確認、非常用持ち出し袋の確認、避難場所や避難経路の確認、家族と

の安否確認方法の確認 等 
○日常生活を行いつつ、一定期間できるだけ安全な行動をとる。 
（例）高いところに物を置かない、屋内のできるだけ安全な場所で生活、すぐに避難できる準

備（非常用持出品等）、危険なところにできるだけ近づかない 等 
■企業等の防災対応 
○日頃からの地震への備えの再確認等、警戒レベルを上げることを中心とした防災対応を実施し

た上で、できる限り事業を継続する。 
（例）安否確認手段の確認、什器の固定・落下防止対策の確認、食料や燃料等の備蓄の確認、

災害物資の集積場所等の災害拠点の確認、発災時の職員の役割分担の確認 等 
 

【各班共通、消防組合、消防団、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合、社会福祉協議会】 
３ 地震発生後の対応 

異常な現象が発生した後に、実際に南海トラフ地震（後発地震）が発生した場合は、町は、「第 3

編 災害応急対策編」に基づき災害対応を行うものとする。 
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【総務班】 
２ 被害の未然・拡大防止のための住民への呼びかけ 

被害が発生するおそれが高くなる等、必要な場合において、総務班は固定系防災行政無線を活用

し、住民に対して、危険箇所からの避難をはじめ、被害の未然防止や拡大防止を促す呼びかけを行

うことで注意喚起をする。 

また、災害発生中・発生後においても、同様の措置を取るとともに必要な対策を促す。 

 

第４節 異常な現象発見時の通報 

災対法第 54 条に基づき、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は次の要領により

通報する。 

 

【町民生活課／事務局】 
１ 発見者の通報 

災害の発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を町長又は警察官に通

報しなければならない（災対法第 54 条第 1項）。 

何人も、通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない（同条第 2 項）。 

通報を受けた警察官はその旨を速やかに町長に通報しなければならない（同条第 3 項）。 

 

【町民生活課／事務局】 
２ 町長の通報及びその方法 

町長は、前項の通報を受けた場合、熊谷地方気象台及びその他の関係機関（警察機関、消防機関

等）に通報しなければならない（災対法第 54 条第 4 項）。 

 

【町民生活課／事務局】 
３ 熊谷地方気象台に通報する事項 

前項のうち、町長が熊谷地方気象台に行う通報事項は、次のとおりである。 

（１）気象に関する事項 

著しく異常な気象現象、例えば竜巻、強い雹等 

（２）地震・火山に関する事項 

数日間にわたり頻繁に感ずるような地震 

 

第５節 通信手段と役割分担 

【各班共通、社会福祉協議会】 
「本編 第 1 部 第 4章 第 3 節 通信手段と役割分担」に準じる。 

 

第６節 災害情報の収集、報告及び記録の方法 

【町民生活課／各班共通、消防組合、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 
「本編 第 1 部 第 4章 第 4 節 災害情報の収集、報告及び記録の方法」に準じる。 

なお、風水害特有の事項については次のとおりとする。 
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【町民生活課／各班共通、消防組合、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 
１ 本部への情報の集約 

（１）発災直後の情報収集 

「本編 第 1 部 第 4章 第 4 節 災害情報の収集、報告及び記録の方法」における発災直後の

情報収集の内容及び手段のうち、人的被害のみを次のように読み替える。 

＜表３－３７＞ 発災直後の人的被害通報内容 

区 分 情報収集する内容 各班、関係機関 

人的被害 

１ 死者、負傷者の発生及び人命危険の有無 

２ 被災者の状況 

３ 住民の動向 

４ 避難の必要の有無及び避難の状況 

警戒体制 
（注 1） 

町民生活班 

非常体制 税務班 

（注１）警戒体制の場合は、「第 3 章 第 1 節 職員の配備計画」に記したとおり、災害対策本部の設置は行わない。 

 

第７節 広報体制の確保 

【事務局、総務班、税務班、福祉班、子育て支援班、健康介護班】 
「本編 第 1 部 第 4章 第 5 節 広報体制の確保」に準じる。 

 

第８節 住民からの問い合わせに対する対応 

【事務局、総務班、住民班、税務班、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、産業観光班、まちづくり建設班、教育推進班、社会福祉協議会】 
「本編 第 1 部 第 4章 第 6 節 住民からの問い合わせに対する対応」に準じる。 

なお、本文中の地震に関する表記については、風水害等に読み替えて対応する。 
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階級 
風速の範囲 
（3秒平均） 

主な被害の状況（参考） 

ＪＥＦ3 67～80ｍ/ｓ 

・木造の住宅において、上部構造が著しく変形し、倒壊する 
・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先、又は野地板が破損し飛散する。

又は、外壁材が変形し、浮き上がる 
・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すり

部分が比較的広い範囲で変形する 
・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離

し、脱落する 
・鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がり、飛散する 
・アスファルトがはく離・飛散する 

ＪＥＦ4 81～94ｍ/ｓ 
・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離

し、脱落する 

ＪＥＦ5 95ｍ/ｓ～ 

・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形し、倒
壊する 

・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すり
部分が著しく変形し、脱落する 

 
【事務局】 

２ 救助の適切な実施 

「第 3編 第 1部 第 18 章 災害救助法の適用」に準じる。 

 

【事務局、税務班、環境資源班、福祉班、健康介護班、まちづくり建設班、教育推進班         】 
３ がれき処理 

「第 3編 第 1部 第 12 章 第 4節 災害廃棄物の処理」に準じる。 

 

【事務局、総務班、企画財政班、税務班、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、 
産業観光班、まちづくり建設班、教育推進班、消防団】 

４ 避難所の開設・運営 

「第 3 編 第 1 部 第 9 章 避難と受入れ」に準じるほか、必要に応じて、日本赤十字社職員等に

よる救護支援や、警察本部・警察署による夜間パトロールの強化、避難所へ女性警察官の配置の手

配を行う。 

 

【まちづくり建設班】 
５ 応急住宅対策 

「第 3編 第 1部 第 17 章 応急住宅対策」に準じる。 

 

【まちづくり建設班】 
６ 道路の応急復旧 

竜巻・突風等による道路の被災状況を調査するほか、道路上に飛散したがれき等の障害物を迅速

に処理し、交通に支障のない状態とする。 
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第１２章 交通の確保対策 

【事務局、総務班、税務班、産業観光班、まちづくり建設班、消防組合】 
「本編 第 1 部 第 10 章 交通の確保対策」に準じる。 

 

第１３章 輸送の確保 

【事務局、総務班、企画財政班、税務班、町民生活班、産業観光班、まちづくり建設班、消防組合】 
「本編 第 1 部 第 11 章 輸送の確保」に準じる。 

 

第１４章 住民生活の安定 

【事務局、総務班、企画財政班、税務班、環境資源班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、 
産業観光班、まちづくり建設班、教育推進班、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合】 

「本編 第 1 部 第 12 章 住民生活の安定」に準じるほか、風水害応急対策計画特有の事項について

は、次のとおりである。 

 
【環境資源班、まちづくり建設班         】 

１ 防疫及び水害廃棄物処理対策 

大規模水害の発生後、復旧段階における防疫作業を着実に実施する体制を整備するとともに、衛

生環境の保全のため、水害に伴って発生する災害廃棄物、特に片づけごみについては、町は、   

            水が引いた直後には回収等の体制を構築、分別区分を住民等の協力のも

と徹底し、適切な処分を行う体制を整備する。 

また、衛生環境の保全のため、生活ごみ及びし尿の回収体制を発災直後から継続又は再構築する

体制を整備する。 

 

第１５章 行方不明者の救出と遺体の取り扱い 

【事務局、総務班、企画財政班、住民班、福祉班、子育て支援班、健康介護班、教育推進班、消防組合、消防団】 
「本編 第 1 部 第 13 章 行方不明者の救出と遺体の取り扱い」に準じる。 

 

第１６章 学校活動  

【教育推進班、消防組合】 
「本編 第 1 部 第 14 章 学校活動」に準じる。 

 
  



第 4 編 災害復旧・復興対策編 
第 3 章 住民生活の安定・復旧 

- 296 - 

相談事項 担当 相談内容 実施方法 

環境相談 

環境資源班 生活衛生、動物保護等
の相談等 電話、窓口対応による相談 

環境資源班 
まちづくり建設班 

がれき、住宅の解体・
撤去の相談等 電話、窓口対応による相談 

環境資源班 
久喜宮代衛生組合 

生活ごみに関する相談
等 電話、窓口対応による相談 

消費者、中小企業 
経営等相談 

産業観光班 消費、中小企業の経
営・融資等の相談 電話、窓口対応による相談 

建築相談 まちづくり建設班 住宅に関する相談 電話、窓口対応による相談 

教育相談 教育推進班 児童・生徒、養護教育
等の相談 電話、窓口対応による相談 

 
（３）その他の相談 

その他の相談については、パンフレットや関係機関等の紹介により対応する。 

 

第３節 罹災者の精神保健対策（心のケア） 

被災により人々は、さまざまな精神症状に陥ることがある。その状態から被災者が精神的に癒され、

生活再建の意欲を持つことができるよう、県や関係機関の協力を得て、速やかに的確な対策を講ずる

ものとする。 

 
【健康介護班】 

１ 被災後の精神症状 

被災に伴う精神症状としては、次のことが考えられる。 

（１）呆然自失、無感情、無表情な状態や反応 

（２）耐えがたい災害体験の不安による睡眠障害、驚愕反応 

（３）現実否認による精神麻痺状態 

（４）家族等を失ったことによるショック、否認、怒り、抑うつ等の急性悲哀 

（５）被災後しばらくしても、不安、抑うつ、無関心、不眠の状態が続く、心的外傷後ストレス症

候群（ＰＴＳＤ） 

（６）心的外傷後ストレス症候群の中でも、自分が生き残った罪悪感により生じる、生き残り症候

群や急性悲哀状態が持続した死別症候群 

 
【健康介護班】 

２ 心のケア 

前述の心的外傷後ストレス症候群等の精神症状に対して、町は、県、関係機関、専門家の協力を

得て、次のような対策をできる限り早い時期に講ずるものとする。 

（１）精神科医師、保健師等による避難所の巡回相談 

（２）保健所等での精神保健相談 

（３）小・中学校での子どもに対する精神的カウンセリング 

（４）専門施設での電話相談窓口の開設 

（５）情報広報紙の発行、罹災者への情報提供 

（６）避難所における罹災者向けの講演会、研修会の実施  
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【町民生活課】 
２ 複合災害発生時の被害想定の実施 

町は、考えられる複合災害の類型ごとに、発生時の被害想定対策を検討する。 

 

【総務課、町民生活課、福祉課、子育て支援課、健康介護課、教育推進課】 
３ 防災施設の整備等 

複合災害の発生時に、防災施設が使用不能となることがないよう防災関係施設の配置を検討した

うえで、施設の整備を進める。また、町及び防災関係機関は、複合災害の想定結果に基づき、役場

庁舎が使用できなくなった場合を想定して、代替の施設をあらかじめ検討するとともに、災害時の

対応方法や業務の継続方法についても、あわせて検討する。 

 

【町民生活課】 
４ 非常時情報通信の整備 

県災害オペレーション支援システムへの入力を通じて、行政や防災関係機関（警察機関、消防機

関、救急医療機関、ライフライン事業者等）内で、被災状況の把握、応急対応に関する意思決定の

支援、救援・救助活動の状況の把握等に必要な情報をリアルタイムで共有する。 

 

【総務課、企画財政課、住民課、町民生活課、環境資源課、福祉課、子育て支援課、健康介護課、 
産業観光課、まちづくり建設課、教育推進課         】 

５ 避難対策 

「第 2編 第 3章 第 4 節 生活維持活動のための準備」に準じる。 

なお、町は、避難所の選定にあたっては、複合災害の想定結果に基づき、浸水想定区域外に位置

し、耐震性を有する施設を選定する。また、地震等に伴う道路等の損壊や浸水、土石流、交通障害

等で一部の避難所が使用できなくなる可能性があるため、あらかじめ代替となる避難所や避難経路

を複数想定しておく。 

 

【総務課、税務課、町民生活課、福祉課、子育て支援課、健康介護課、まちづくり建設課、教育推進課、消防組合、消防団】 
６ 災害医療体制の整備 

「第 2編 第 3章 第 3 節 緊急対策活動のための準備」に準じる。 

なお、町は複合災害の想定結果に基づき、医療活動ができる医療機関を把握するとともに、複合

災害によりライフラインが断絶した場合を想定して、自家発電装置の設置及び設置場所の検討、食

料・飲料水等の備蓄等を行うものとする。 

 

【総務課、町民生活課、福祉課、子育て支援課、健康介護課、まちづくり建設課、教育推進課】 
７ 災害時の要配慮者対策 

「第 2 編 第 2 章 第 5 節 要配慮者の安全確保」に準じる。なお、町は、複合災害の想定結果に

基づき、福祉避難所については、浸水想定区域外に位置し、耐震性を有する場所を選定する。 

 

【町民生活課、まちづくり建設課】 
８ 緊急輸送体制の整備 

「第 2編 第 3章 第 3 節 7 緊急輸送体制の整備」に準じる。なお、町及び防災関係機関は、複

合災害の想定結果に基づき、代替輸送路及び輸送手段について検討を行う。 
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第３節 応急対策 

【各班共通、消防組合、消防団、久喜宮代衛生組合、北本地区衛生組合、社会福祉協議会】 
１ 情報の収集・伝達 

「第 3編 第 1部 第 4 章 情報の収集と伝達」に準じる。 

なお、町は、複合災害が発生した場合、被害状況について、速やかに情報を収集し、あわせて応

急対策体制の迅速な立ち上げを図るとともに、被害状況の的確な把握に努める。 

 

【まちづくり建設班】 
２ 交通規制 

豪雨により河川の水位が上昇し、水防活動が行われている状況で大規模な地震が発生する等の複

合災害が発生した場合、浸水や火災、建物倒壊により、道路閉塞等の交通障害が予想されるため、

道路管理者及び警察機関は、速やかに交通規制を実施する。 

 

【まちづくり建設班】 
３ 道路の修復 

豪雨によって地盤が緩んでいる状況で地震に見舞われた場合、崖崩れ、出水等が発生し、道路が

寸断されることが予想される。このため、町は、緊急輸送道路等の重要な路線について、建設業者

等の協力のもと、道路の応急補修を優先的に実施する。 

 

【事務局、福祉班、子育て支援班、健康介護班、教育推進班】 
４ 避難所の再配置 

単独の災害時には安全な避難所も、複合災害によって危険性が高まることが予想される。町は、

各避難所周辺の状況を継続的に確認し、危険が生じる兆候があった場合には、速やかに避難者を他

の安全な避難所へ移動させるとともに、必要に応じて、避難所の再配置を行うものとする。 
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